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公布された法令のあらまし 

 

職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則（人事委員会規則第９号） 

 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における特別休暇について、所要の整備を行うこととした。 
 

人 事 委 員 会 規 則 

 

 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成23年12月20日 

                                  兵庫県人事委員会       

委員長 中 瀬 憲 一  

兵庫県人事委員会規則第９号 

職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年兵庫県人事委員会規則第４号）の一部を次のように改正す

る。 

附則第16項中「平成23年12月31日」を「平成24年12月31日」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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